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はじめに 
 

墨田区は 1993（平成５）年に「21 世紀へ向けた女性問題を解決するための墨田

区行動計画」、1999（平成 11）年に「墨田区男女平等推進プラン」、2004（平成

16）年に「墨田区男女共同参画推進プラン」を策定し、2006（平成 18）年４月に

は「墨田区女性と男性の共同参画基本条例」が施行されました。プラン策定以降５

年ごとに時代背景やわが区の現状に即したプラン改定を行っており、今回も区長か

らプラン改定に関する諮問を受けました。 

 現在の「墨田区男女共同参画推進プラン（第 5 次）」は 2023（令和５）年度に

計画期間が終了することから、「墨田区男女共同参画推進プラン（第 6 次）」の策定

が予定されています。2023（令和５）年４月に施行予定の「墨田区女性と男性及

び多様な性の共同参画基本条例」は、さらなる男女共同参画と多様な性の尊重を包

摂した条例であり、当該条例を踏まえた施策を着実に進める必要があります。 

社会情勢の変化を踏まえ、区民との意見交換会を開催してきた中で寄せられた意

見等により明らかになった課題や区民や事業所を対象とした調査を基に、審議を重

ねた結果、新たなプラン策定にあたっての基本的な考え方について答申をまとめま

した。 

この答申を踏まえた新たなプランが策定されることで、男女共同参画の取組がよ

り有効的、計画的に推進されることを期待します。 

 
2023（令和５）年１月 

 

墨田区男女共同参画推進委員会 

会 長  椎名  美恵子 
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Ⅰ 墨田区男女共同参画推進プラン見直しの

基本的な考え方 
１ 墨田区女性と男性の共同参画基本条例の改正について 

1946（昭和21）年に日本国憲法が制定され、第14条において、すべての国民は法の下に平

等であり、性別によって差別されないことと定められています。1999（平成11）年には、日

本国憲法に基づく男女平等を前提として「男女共同参画社会基本法」が制定されました。 

2015（平成27）年には、国際連合総会で「国連持続可能な開発サミット」が開催され、「持

続可能な開発のための2030アジェンダ」が採択されました。そのアジェンダ（行動指針）で

掲げられた17の「持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）」の１つに「ジェンダーの平等を達成し、

すべての女性と女児のエンパワーメントを図る」が含まれています。また、国のＳＤＧｓ実

施指針においても、2019（令和元）年の改定で「あらゆる人々が活躍する社会・ジェンダー

平等の実現」が８分野の優先課題のうち１番目に示されるようになりました。 

区では、2006（平成18）年４月に「墨田区女性と男性の共同参画基本条例」を施行し、男

女共同参画の推進としてジェンダー平等に取り組んできました。2022（令和４）年７月に策

定された「墨田区基本計画」においては、すべての人々が多様性を認め合い、人権を尊重す

る共生社会をつくるために、男女共同参画及び多様な性を尊重する施策に取り組むこととし

ています。 

依然として残る女性と男性の格差の解消と、多様な性を尊重する男女共同参画社会の実現

を目指し、この新たな政策を着実に進めるために、2022（令和４）年９月に「墨田区女性と

男性及び多様な性の共同参画基本条例」が公布され、2023（令和５）年４月から施行されま

す。区内には性別や国籍、宗教等、さまざまな属性の人が集まっており、互いを尊重し、認め

合うことが大切です。そして、人の性のあり方は多様であり、性的指向や性自認も人それぞ

れです。区では、一人一人が多様な性のあり方を理解・尊重し、誰もが共に責任を分かち合

う男女共同参画社会の実現を目指しています。 

次期プランはこの条例に基づき、墨田区の男女共同参画施策を総合的かつ計画的に推進す

ることを期待します。 

 

 

 

 

 

   ～ 性の多様性について ～ 
 

 性のあり方は多様で、女性、男性だけではなく、性的指向、性自認、性別表現等

は人それぞれです。性のあり方を示す４つの要素を理解することが大切です。 

◇からだの性：からだのつくりや生物学的特徴、出生時や出生届時などに割り当て

られる性別 

◇性的指向：恋愛感情や性愛感情がどのような対象に向かうのか、又は向かわない

のか 

◇性自認：自分の性をどのように認識しているか 

◇性別表現：言葉づかい、服装、しぐさ等から見る社会的な性別をどう表現するか 
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２ プランの位置づけ 
次期プランの位置づけを整理すると次のようになります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次期プランは次のような性格をもっていることを念頭に、「墨田区男女共同参画推進プラン

（第５次）」（以下、「第５次推進プラン」という。）の内容を見直し、必要な施策を加えて策定

するものです。 
 

①このプランは、「男女共同参画社会基本法」第14条第３項に基づく「市町村男女共同参画

計画」です。 

②このプランは、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」第６条第２項に基づ

く「市町村推進計画」を包含して策定するものです。 

③このプランは、「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」第２条の３

第３項に基づく「市町村基本計画」を包含して策定するものです。 
④このプランは、「墨田区女性と男性及び多様な性の共同参画基本条例」第11条に基づき策

定する計画です。 

⑤このプランは、国の「第５次男女共同参画基本計画」、都の「東京都男女平等参画推進総

合計画」の趣旨を踏まえて策定する計画です。 

⑥このプランは、区の「墨田区基本計画」やその他の関連する分野別計画との整合性を図

り、策定する計画です。  ・男女共同参画社会基本法 
・配偶者からの暴力の防止

及び被害者の保護等に関
する法律 

・女性の職業生活における
活躍の推進に関する法律 

墨田区基本構想 

墨田区基本計画 

墨田区 

男女共同参画プラン 

（第６次） 

墨田区人権啓発基本計画 

など 

関連する区の分野別計画 

 

【国】 

第５次男女共同参画 

基本計画 

【東京都】 

東京都男女平等参画 

推進総合計画 

墨田区女性と男性及び 

多様な性の共同参画基本条例 
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３ プラン策定基本方針、プラン基本理念 

【１】プラン策定基本方針 
（１）第５次推進プランの総括 

①取組への評価 

第５次推進プランでは、所管課評価において事業数を厳選したことで事業企画の評価が焦

点化され、経年的な推進が可視化されました。また、性的指向・性自認に関する人権問題を

新たに加えて墨田区人権啓発基本計画が策定され、進展がうかがえます。 

各事業は、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、対面や集会形式の事業実施に

制約がありましたが、遠隔からの活動やweb・HP・パンフレット等の多様な情報発信により

啓発事業が行われました。DV被害や虐待など複雑化・深刻化する事態への支援対応に進捗が

あり、性別によらない子育て支援や若年求職者の就労支援事業についても継続して実施され

ました。 

②所管課評価の充実 

第５次推進プランでは、毎年すべての事業について所管課が、各事業の「男女共同参画の

視点でめざす効果」を明らかにし、それに基づく前年度実施状況の自己評価が行なわれまし

た。その内容に対して、男女共同参画推進委員会で「基本目標に対する効果」を施策の方向

ごとに評価し、それを踏まえて課題の総合的な評価と、プラン全体の総括評価を行いました。 

施策の推進状況を「見える化」する上で重要な取組ですが、事業充実の評価精度の向上の

ために、計画や実績について可能なかぎり数値や具体的内容を記載することが必要です。特

に低評価事業については、当該年度計画の改善に関連付けた次年度計画の立案などの工夫が

必要です。 

③事業実績数値の経年評価の導入 

所管課評価においては数値での実績評価を行っていますが、数値の分析所見を記載し、経

年評価をしていくことが必要です。また、事業実施規模の墨田区全体に対する施策効果の確

認など、資料に基づいて検討した所見を期待します。 

④評価対象事業の新設と担当部署間の連携強化 

男女共同参画の視点を持って対応すべき課題は、社会の中で多様な分野に渡ります。依然

として残る課題だけでなく、社会情勢の変化による新たな課題への対応として、防災・避難

所での人権課題や、高齢者介護を支える男女協働について、評価対象事業を新設する必要が

あると考えます。また、高齢者の介護疲弊によるＤＶへの対応など、複数の事業や担当部署

間の連携を必要とする事業についても、評価方法について検討が必要です。 

 

（２）新推進プラン策定の基本方針 

以上の総括を基に、事業の実施により推進してきた第５次推進プランにおける実施目標の

一層の推進と展開とともに、地域の特性を踏まえた「すみだ」らしい推進プランとする姿勢

を引き継ぐことを求めます。その上で、次期プランの策定に際しては、高齢者・障害のある

人・外国籍の人の生活・コミュニケーション支援や、防災・避難所運営における人権等の現

代における社会的な課題や、女性管理職や区の審議会委員任用など施策決定に係る女性の活

躍推進への要請等、様々な社会的課題に男女共同参画の視点から対応するための施策を盛り

込んで策定することを求めます。  
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【２】第６次推進プランの基本理念 

区では、2023（令和５）年４月に「墨田区女性と男性及び多様な性の共同参画基本条例」

の施行を予定しており、その条例において男女共同参画を推進するための基本的な考え方を

基本理念として定めています。 

この計画では、「墨田区女性と男性及び多様な性の共同参画基本条例」に示された基本理念

を、計画の視点として位置付けるとともに、「墨田区男女共同参画推進プラン（第５次）」で

掲げた基本理念を踏襲し、多様な性を尊重し、誰もが共に責任を分かち合える男女共同参画

社会の実現に向けて、計画を推進していくことを期待します。 
 
 

 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

墨田区女性と男性及び多様な性の共同参画基本条例（基本理念） 

（１）全ての人が性別等に起因する差別的な取扱いを受けず、その人権が尊重されること。 

（２）全ての人の性的指向又は性自認が尊重され、誰からも干渉又は侵害を受けないこと。 

（３）全ての人が性別等による役割の固定化をもたらす社会制度及び慣行を解消するように

努めるとともに、一人一人がその個性と能力を十分発揮し、自己の意思により社会に

おける多様な活動を選択できること。 

（４）性別等にかかわらず、全ての人が社会の対等な構成員として、あらゆる分野における 

活動の方針の立案及び決定過程に参画する機会が確保されること｡ 

（５）結婚、妊娠、出産、育児その他の経験の有無を問わず、個人の自己決定が尊重され、 

全ての人の生き方を尊重し合うこと。 

（６）家庭において、全ての人が対等な構成員として、その人権を尊重し合い、かつ、協力 

し合うこと。 

（７）性別等にかかわらず、全ての人が相互の協力及び社会の支援のもとに、家庭生活及び 

社会生活、地域活動等を両立できること。 

（８）保育、幼児教育、学校教育、生涯学習その他のあらゆる学習の場において男女共同参

画社会の形成に向けた取組がなされること。 

＜第６次推進プランの基本理念＞ 

認め合い 支え合い ともに創るまち すみだ 
～ すみだの男女共同参画※社会の実現 ～ 

地域の中で、互いが差別なく多様性と人権を尊重し、新しい時代に向かって、 

すべての人がともに活躍する男女共同参画社会の実現を目指します。 

※「すみだの男女共同参画」とは、さらなる男女共同参画の推進に多様な性の尊重を包摂しています。 
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４ 社会情勢と国・都・区の取組 
【１】社会情勢の変化 

人生100年時代を迎え、共働き世帯の増加や女性の就業率の上昇傾向が見受けられ、家族

の形や人生の在り方は多様化しています。その中で、性別にかかわらず一人一人が個性と能

力を発揮することのできる男女共同参画社会の実現は重要な課題となっています。 

しかし、2020（令和２）年からの新型コロナウイルス感染症の拡大により、世界中で男女

共同参画に関する様々な課題が顕在化しました。ＤＶや性暴力の増加・深刻化や、女性の非

正規雇用の状況及びサービス業従事における収入への深刻な影響、女性の自殺者の増加など、

女性の生活に大きな影響を及ぼしています。 

 

【２】国の動き 
2018（平成30）年に「政治分野における男女共同参画の推進に関する法律」が制定され、

男女の候補者の数ができる限り均等となることを目指すよう取組が進められています。また、

2019（令和元）年には女性活躍推進法が改正され、一般事業主行動計画の策定義務の対象拡

大などが順次施行されるなど、女性活躍にかかる取組も進められてきました。 

しかし、世界経済フォーラムの発表する「ジェンダーギャップ指数2022」では、日本は146

カ国中116位と先進国の中では最低となっており、特に政治・経済への女性参画で後れを取

っており、より一層の取組の推進が求められています。 

2020（令和２）年12月に「第５次男女共同参画基本計画」が策定され、「女性登用や意思

決定過程への女性参画の一層の加速」、「生活の場（地域・家庭）における男女共同参画の一

層の推進」、「女性に対する暴力の予防・根絶」、「高齢者単身・ひとり親世帯など、生活上の困

難を抱えるすべての女性への支援」、「防災・復興における男女共同参画の視点の一層の強化」、

「SDGsのすべての目標の実現に必要なジェンダー平等の実現及びジェンダー視点の主流化」

といった課題が強調されました。 

また、2022（令和４）年４月には「女性デジタル人材育成プラン」が決定し、就労に直結

するデジタルスキルを身に着けた女性デジタル人材の育成を強化するとしています。同年５

月には「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律」が成立し、女性は日常生活を営む

上で女性であることにより様々な問題に直面することが多いため、人権が尊重され、女性が

安心して自立して暮らせる社会の実現を目的として、支援施策を推進することが掲げられま

した。 
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【３】都の動き 
2022（令和４）年３月に「東京都男女平等参画推進総合計画」が策定されました。「女性も

男性も自らの希望に応じて輝ける、だれにとっても住みやすい社会の実現」を目指すべき男

女平等参画社会のあり方として、「男女平等参画推進に向け、企業の取組を加速させるととも

に、家庭・職場などあらゆる場面での意識改革等を促していく」ことを基本的考え方として

示し、「ライフ・ワーク・バランスの実現と働く場における女性の活躍推進」、「男女平等参画

の推進に向けたマインドチェンジ」、「配偶者暴力対策」を３つの柱として掲げています。 

また、2019（令和元）年12月には、「東京都性自認及び性的指向に関する基本計画」が策

定され、性的指向・性自認に関して、基本的な考え方、これまで取り組んできた施策、今後の

方向性等を明らかにしています。 

2022（令和４）年11月からは、「東京都パートナーシップ宣誓制度」の運用が始まりまし

た。知事から発行された証明書により、都営住宅の入居等に加え、都職員向けの福利厚生制

度等で婚姻等と同様のサービスが受けられます。 

 

【４】区の動き 
2021（令和３）年度に「SDGs未来都市」と「自治体SDGsモデル事業」に選定されたこと

を受け、SDGs未来都市すみだとして、ジェンダー平等に向けてより一層の取組の強化が求め

られています。 

2022（令和４）年には「墨田区基本計画」が改定され、「すべての人々が多様性を認め合

い、人権を尊重する共生社会をつくる」というこれまでの人権政策をさらに発展させた政策

が設けられました。意識啓発・人材育成等の取組を進め、男女共同参画の推進と性の多様性

の尊重に取り組むとしています。 

また、2005（平成17）年に制定された「墨田区女性と男性の共同参画基本条例」を、多様

性を踏まえた男女共同参画を推進するために「墨田区女性と男性及び多様な性の共同参画基

本条例」に改正し、2023（令和５）年４月から施行予定です。 
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５ 墨田区をとりまく状況 
【１】人口等の推移 
●人口推移 

【年齢別人口】               
資料：墨田区住民基本台帳（各年１月１日）を基に作成 

【男女別人口】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：墨田区住民基本台帳（各年１月１日）を基に作成 

人口は増加傾向が続き、2022（令和４）年１月１日現在、275,724人となっています。 

年齢別人口の構成比は、直近５年間で大きな変化はなく、2022（令和４）年１月１日現在、

年少人口（０～14歳）は10.2％、生産年齢人口（15～64歳）は67.7％、高齢者人口（65歳

以上）は22.0％となっています。また、高齢者人口のうち、65～74歳は2015（平成27）年

をピークに減少傾向にありますが、85歳以上は直近10年間で増加傾向にあります。 

 男女比では、2022（令和４）年１月１日現在、女性が 139,491 人、男性が 136,233 人で、

女性が男性を 3,258 人上回っています。  
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169,998 170,823 172,559 174,266 176,898 179,790 182,219 185,032 185,956 186,799

29,099 30,193 31,191 31,186 30,724 30,328 29,823 29,258 29,202 28,805
19,338 19,596 19,976 20,735 21,392 21,911 22,427 22,640 22,012 21,6756,816 7,166 7,489 7,794 8,182 8,474 8,791 9,221 9,820 10,260
252,018 254,627 258,423 261,723
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【人口ピラミッド（５歳階級別年齢人口）】                           
資料：住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数を基に作成 

 
人口ピラミッド（５歳階級別年齢人口）をみると、総人口が増加したことにより、全体的

に人口ピラミッドが大きくなったことがうかがえます。また、2001（平成13）年と比較する

と、男女ともに25～49歳が他の年代に比べて大きく増加しており、生産年齢人口の増加が見

られます。一方で、80歳以上の高齢者層も増加しており、高齢化の進展がうかがえます。 

 

＊2001（平成13）年は３月31日現在、2021（令和３）年は１月１日現在の住民基本台帳世帯数

を示しています。    
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【外国人人口】             
資料：墨田区住民基本台帳（各年１月１日）を基に作成 

 

外国人人口は2020（令和２）年に12,979人となっていますが、その後減少傾向にあり、

2022（令和４）年１月１日現在、11,892人となっています。男女比では、女性が6,635人、

男性が5,257人で、女性が男性を1,378人上回っています。 

 

●合計特殊出生率（全国・都・区） 

 

 

 

 

 

 

資料：人口動態統計を基に作成 

 

合計特殊出生率※は2017（平成29）年まで増減を繰り返していましたが、2018（平成30）

年以降は低下傾向にあり、2020（令和２）年は近年の中で最も低くなっています。 

東京都と比較すると直近３年間は同様の水準となっており、2020（令和２）年は1.12と同

値となっています。全国と比較すると依然として低く、2020（令和２）年は全国で1.33とな

っています。墨田区と同様に、全国、東京都ともに直近３年間の合計特殊出生率は低下傾向

にあります。 

 

※合計特殊出生率とは、15～49 歳までの女性の年齢別出生率を合計したものです。 
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●人口推計                      
 

資料：第２期墨田区総合戦略人口ビジョン（令和４年）より引用  
 コーホート（同時出生集団）要因法※によって将来人口を推計したところ、2021（令和３）

年４月１日現在を基準人口とすると、総人口は、2030（令和 12）年に約 289,000 人でピー

クを迎える見込みです。年齢３区分別でみると、年少人口（０～14 歳）及び生産年齢人口（15

～64 歳）は、概ね 2030（令和 12）年前後まで増加し、その後減少していく見込みです。老

年人口（65 歳以上）は 2025（令和７）年以降一貫して増加が続き、2040（令和 22）年に

は、区民の４人に１人が 65 歳以上という推計結果になりました。 

 

※コーホート（同時出生集団）要因法とは、基本的な属性である性別・年齢別のある年の人口を

基準として、出生・死亡・移動に関する将来の仮定値を当てはめて将来人口を推計する方法で

す。 
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●世帯 
【世帯数】            

資料：墨田区住民基本台帳（各年１月１日）を基に作成 

【家族類型】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：平成 27 年、令和２年国勢調査を基に作成 

 

世帯数は増加傾向が続いており、2019（平成31）年に150,000世帯を超え、2022（令和４）

年１月１日現在、157,015世帯となっています。 

家族類型は、夫婦のみ世帯、夫婦と子ども世帯、母子世帯、父子世帯を合わせた核家族世帯が

2020（令和２）年は43.4％で、2015（平成27）年から僅かに減少しています。東京都とは大き

な違いは見られませんが、全国と比較すると少なくなっています。また、母子世帯と父子世帯を

合わせたひとり親世帯が7.3％を占めており、母子世帯が父子世帯を上回っています。 

単身世帯は2020（令和２）年は52.2％と過半数を占めており、2015（平成27）年から増加が

見られます。東京都とは大きな違いは見られませんが、全国と比較すると単身世帯の割合が高く

なっています。 
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【２】就業に関する現状 
●女性の労働力率（全国・都・区） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：令和２年国勢調査を基に作成 

 

 2020（令和２）年の女性の年齢５歳階級別労働力率は、結婚や出産する人の多い 30～34 歳で

低下し、30～54 歳で８割台となります。20 歳以上の労働力率が東京都や全国を上回っています。 

 

●雇用形態（全国・都・区） 

 

【女性】 【男性】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：平成 27 年、令和２年国勢調査を基に作成 

 

 雇用形態は、女性で正規雇用が 61.4％となっており、2015（平成 27）年から増加しています。

東京都、全国と比較すると高い水準となっていますが、墨田区、東京都、全国いずれも正規雇用

が８割以上を占めている男性と比較すると、依然として低い割合となっています。 
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【３】区内事業所の状況 
●主な産業大分類別の事業所数、従業者数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：令和３年経済センサス-活動調査（速報集計）を基に作成 

 

墨田区内の事業所数は、全体で 14,802 事業所、従業員数は、全体で 166,624 人となって

います。 

業種でみると、「卸売業、小売業」が 3,797 事業所（従業員数 40,287 人）で最も多く、次

いで「製造業」が 2,515 事業所（従業員数 21,326 人）となっています。また、事業所数で

は「宿泊業・飲食サービス業」が次いで多くなっていますが、従業員数では「医療・福祉」が

多くなっています。 
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5,367 5,489 15,848 5,966 6,717 17,141 781 13,707 2,950



  
14  

●「ワーク・ライフ・バランス」（仕事と生活の調和）の認知状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：平成 28 年度、令和４年度女性活躍推進及びワーク・ライフ・バランスに関する墨田区内事業所調査を 

基に作成 

 「ワーク・ライフ・バランス」を知っていると答えた事業所は 52.6％で、平成 28 年から大き

く増加しました。また、「知っている」と「聞いたことはあるが、内容はよく知らない」を合わせ

た認知度は８割以上を占めており、「ワーク・ライフ・バランス」の認知度の向上がうかがえます。  
●「ワーク・ライフ・バランス」を推進する上での障害                

資料：令和４年度女性活躍推進及びワーク・ライフ・バランスに関する墨田区内事業所調査 

 「ワーク・ライフ・バランス」を推進する上での障害として「取り組みのためのノウハウが不

足している」が23.3％と最も多く挙げられています。一方で、「意識したことがなかった」が15.2％

を占めており、ワーク・ライフ・バランス推進のための具体的な支援や、周知啓発の促進が必要

だと考えられます。  
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費用対効果が見込まれない

管理が複雑化し対応できなくなる

障害はない

無回答

従業員の理解が不足している

業務上の制約があり、対応できない（長時間開店など）

トップ・上司の意思・コミットメントが高くない

その他

特に必要がないと思っている

意識したことがなかった
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●「女性活躍推進法」の認知状況と一般事業主行動計画の策定状況            
資料：平成 28 年度、令和４年度女性活躍推進及びワーク・ライフ・バランスに関する墨田区内事業所調査を 

基に作成 

 

 「女性活躍推進法（女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」を「知っている」と答

えた事業所は 34.2％で、平成 28 年から大きく増加しています。「知っている」と「聞いたこと

はあるが、内容はよく知らない」を合わせた認知度は約８割を占めており、認知度の向上がうか

がえます。 

 

●一般事業主行動計画の策定状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：令和４年度女性活躍推進及びワーク・ライフ・バランスに関する墨田区内事業所調査 
 

 女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画を「策定している」と答えた事業所は 9.0％、「今

後策定する予定である」と答えた事業所は 13.0％となっています。一方で、「策定する予定はな

い」は 40.9％、「法律や行動計画を知らなかった」は 33.5％で、策定予定のない事業所や法律や

行動計画を知らない事業所が７割以上を占めています。女性活躍推進法や一般事業主行動計画に

ついての理解促進と周知啓発の強化が必要と考えられます。 
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６ 男女共同参画の視点で取り組むべき事項 
 墨田区では現行プランに基づきさまざまな施策を展開してきましたが、依然として課題は

多く残っています。男女共同参画社会の実現に向けて社会情勢の変化や現状を踏まえ、次期

プランでは男女共同参画の視点で次のような課題に取り組むことが必要です。 

 

【１】多様な性の理解と尊重 
 今年度実施した墨田区男女共同参画に関する調査では、ＬＧＢＴ等（性的マイノリティ）

について内容まで知っている人は約７割と前回調査から大幅に増加し、社会的な認識が高ま

っていることがうかがえます。しかし、依然としてＬＧＢＴ等（性的マイノリティ）の人は

日常生活の様々な場面で無理解からの差別や偏見に苦しむ現状が問題となっています。また、

すべての人に関わるＳＯＧＩ（性的指向・性自認）※の認知度は墨田区男女共同参画に関する

調査によると１割台半ばにとどまっています。互いの人権を尊重し、多様性を認め合う社会

の実現に向けて、性の多様性への正しい理解の促進と、当事者への支援に取り組むことが必

要です。 

 

【２】男女共同参画の意識づくり 
 墨田区男女共同参画に関する調査では、「夫は外で働き、妻は家庭を守るべきであるという

考え方」については、賛成が約２割、反対が６割台と反対が過半数を占めており、前回調査

時と比べ、こうした考え方に反対する意見が増加傾向にあります。その一方で、「全体として

現在の日本」について平等と感じている区民の割合は１割未満となっており、意識と実態が

乖離していることがうかがえます。男女共同参画意識の醸成に向けて、根強く残る固定的性

別役割分担意識や無意識の思い込み（アンコンシャス・バイアス）等を解消するために、正

しい情報提供や意識啓発の促進をより一層強化する必要があります。また、幼少期から正し

い理解を深められるよう、学校における男女平等教育の推進や、教職員、保護者への啓発も

重要です。 

 

【３】ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）の推進 
 ワーク・ライフ・バランスの実現には、職場等に残る固定的性別役割分担意識の解消や、

男性中心型労働慣行の見直しといった職場環境の整備が必要です。墨田区男女共同参画に関

する調査では、「仕事、家庭生活、個人の生活すべてを優先したい」という考えが約４割を占

める一方で、現実には約４割が「仕事を優先」としており、希望と現実に差があることがう

かがえます。また、墨田区は全国や東京都と比べて女性の労働力率が高くなっていますが、

結婚や出産、育児の時期に重なる 30 代から 40 代にかけて労働力率はやや低下し、男性に比

べて正規雇用も低くなっていることから、多くの女性が就労継続を断念し、希望する働き方

ができていない可能性があると考えられます。事業所では新型コロナウイルス感染症拡大予

防対策として、時差通勤やテレワーク等の導入によって多様な働き方が広まりを見せていま

す。こうした取組を生かし、事業所に対し今後も継続するよう促すことで、すべての人が自

分に合った働き方を見つけられるように周知啓発や環境整備を進める取組が必要です。 
 

※ＳＯＧＩ（ソジまたはソギと呼ぶ）とは、性的指向(Sexual Orientation)と性自認(Gender 

Identity)の頭文字を取った用語で、すべての人に関わるものです。  
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【４】女性活躍の推進 

政治や経済分野での女性の参画推進が課題となっており、国は2020年代の可能な限り早期

に指導的地位に占める女性の割合が30％程度となるよう取組を進めるとしています。墨田区

においても目標値を定め取組を進めてきましたが、審議会や委員等への女性の登用は進んで

いるとは言い難い状況にあります。 

また、墨田区職員の女性管理職割合は2022（令和4）年４月１日時点で16.7％と低い状況

です。積極的な女性登用を強化し、区内事業所等のモデルとなって女性登用を働きかけるこ

とが重要です。 

あらゆる分野に女性が参画し、男女双方の意見が反映されるよう、区が中心となって女性

の積極的登用を進める必要があります。  
【５】誰もが安心して暮らせる社会の実現 
 新型コロナウイルス感染症拡大の長期化により、女性をめぐる様々な問題が顕在化しまし

た。外出自粛や休業等による生活不安やストレスからＤＶが増加・深刻化し、内閣府におけ

る 2020（令和２）年度のＤＶ相談件数は前年から約 1.6 倍増加しています。ＤＶは女性が

被害者となることが多く、墨田区男女共同参画に関する調査では、女性の約３割がＤＶ被害

の経験がありますが、そのうち DV 被害を相談した女性は約３割になっています。ＤＶの未

然防止のための啓発や早期発見のための取組、二次被害を防ぐための保護体制の整備を進め

る必要があります。 

 また、新型コロナウイルス感染症拡大による雇用の悪化は、女性の経済面にも大きな打撃

を与えています。令和２年の国勢調査によると墨田区のひとり親世帯数は、2020（令和２）

年には母子世帯が 9,086 世帯、父子世帯が 1,592 世帯となっており、特に母子世帯は経済的

に厳しい状況に置かれていることも多いため、支援を進める必要があります。 

 貧困等生活上困難な状況にある人も安心して暮らせるよう、経済的支援に加えて、相談体

制の充実や自立支援の対策が必要です。 
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Ⅱ 施策の体系図                              

す
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だ
の
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画
社
会
の
実
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め
合
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支
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合
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と
も
に
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だ 

１  人権と多様性が 
   尊重されるまち すみだ 

２ 性別に関わらず誰もが輝き 
  ともに活躍できるまち 
  すみだ 
  【女性活躍推進計画】 

４ 区、区民、事業者等が 
  力を合わせ、互いに連携して 
  課題に取り組むまち すみだ 

３ あらゆる暴力を許さず、 
  心と身体が健やかに 
  過ごせるまち すみだ 

基本理念 基本目標 
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① 固定的な性別役割分担意識の解消 

② 家庭・学校・地域における男女平等教育・学習の充実 

③ 適切な情報発信 

（３）男女共同参画の視点で 
地域力を高めます 

① 性的指向や性自認等の理解促進 

② 多様な性に関する支援体制の検討 

① 地域における男女共同参画の推進 

② 防災・防犯における男女共同参画の推進 

① 誰もが共に担う子育てへの支援 

② 誰もが共に担う介護（介助）への支援 

③ ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）の実現に向け

た取組の推進 

（１）ワーク・ライフ・バランス 
（仕事と生活の調和）を 
推進します 

（２）性別に関わらず誰もがいき 
いきと働けるよう支援します 

① 意思決定過程への女性の参画促進 

① 働く場での女性の活躍推進 

② 就業における男女共同参画の推進 

（１）あらゆる暴力の根絶のため 
の施策を進めます 
【DV 防止基本計画】 

計画の推進体制を充実します 

① 配偶者からの暴力（DV）の防止・早期発見・被害者支援 

② 男女共同参画社会を阻害するあらゆる暴力の根絶 

① 男女共同参画推進体制の充実・強化 

② 拠点施設「すみだ女性センター」の機能充実・活動強化 

③ 民間団体・企業への情報提供と啓発 

（２）多様な性を理解し、尊重 
する社会づくりを進めます 

（１）男女共同参画意識を 
高めます 

施策の方向 課  題 

（３）意思決定過程への女性の 
参画を進めます 

（２）心と身体を尊重する社会 
づくりを進めます 

（３）誰もが安心して暮らせる 
環境の整備を進めます 

① 生涯を通じた女性の健康支援 

① 経済的な困難を抱える人への支援 

② 高齢、障害、国籍等による多様な困難を抱える人が安全・
安心に暮らせる環境づくり 
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Ⅲ 基本目標における施策の方向性と課題 

基本目標１ 人権と多様性が尊重されるまち すみだ 

１ 現状認識 
男女共同参画社会を実現するためには、誰もが性別等にかかわらず、互いに多様な生き方

を尊重することが大切です。 

男女共同参画の推進を阻害する要因の一つとして、固定的な性別役割分担意識があります。

2022（令和４）年度に実施した墨田区男女共同参画に関する意識調査結果をみると、「夫は

外で働き、妻は家庭を守る」という固定的な性別役割分担の考え方に＜反対＞が前回調査時

から上昇しており、こうした意識が少しずつ解消されていることがうかがえます。しかし、

前回から上昇したものの＜反対＞は６割以上に留まっており、依然として＜賛成＞が約２割

を占めています。 

男女の地位の平等感についても、『学校教育』で「平等」が過半数を占めている一方で、『全

体として現在の日本』、『しきたりや習慣』では、＜男性優遇＞が７割を超え、『職場』でも５

割以上となっており、性別による不平等感が強く残っていることがうかがえます。社会にあ

らゆる場における男女の地位の平等を目指し、引き続き固定的な性別役割分担意識の解消等

に取り組む必要があります。 

また、誰もが生活しやすいまちづくりのためには、性的マイノリティへの理解と支援を進

めることが不可欠です。墨田区男女共同参画に関する意識調査結果によると、『ＬＧＢＴ等（性

的マイノリティ）』の＜認知度＞は約９割となっており、前回調査時から認知度の向上が見ら

れますが、『ＳＯＧＩ（性的指向・性自認）』の＜認知度＞は約４割にとどまっていることか

ら、多様な性に関する周知と正しい理解促進が必要です。 

 

▶固定的な性別役割分担意識の解消を引き続き進める必要があります。 

「夫は外で働き、妻は家庭を守る」という固定的な性別役割分担意識に＜反対＞（61.7％）

が＜賛成＞（18.2％）を大きく上回ってはいますが、過半数を占めるにとどまっており、こ

うした意識の解消に取り組む必要性がうかがえます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：令和４年度墨田区男女共同参画に関する調査 

今回調査 (629) 18.2 61.7

前回調査 (633) 26.5 51.8
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▶あらゆる分野で男女が平等になるよう取組を進めることが重要です。 

「平等である」は『学校教育』（53.6％）で最も多く、過半数を占めていますが、それ以外

の項目では４割未満となっており、『全体として現在の日本』では１割未満（8.4％）と非常

に低い状況です。『全体として現在の日本』（76.9％）、『しきたりや習慣』（73.6％）で＜男性

優遇＞が７割以上となっていることからも、男女の地位が平等になるよう、社会のあらゆる

場面で男女共同参画を進める必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：令和４年度墨田区男女共同参画に関する調査 

 

▶多様な性に関する周知・理解促進の強化が必要です。 

『ＬＧＢＴ等（性的マイノリティ）』は＜認知度＞が約９割となっていますが、『ＳＯＧＩ

（性的指向・性自認）』は約４割となっており、「内容まで知っている」は１割台半ばと低い

状況です。周知を進めることに加え、内容まで理解してもらえるような取組が必要と考えら

れます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：令和４年度墨田区男女共同参画に関する調査 
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２ 施策への提案 

施策の方向（１） 男女共同参画意識を高めます 
【課題】 

① 固定的な性別役割分担意識の解消 

社会のあらゆる場面に、長年にわたり形成された性別による固定的な役割分担意識や無

意識の思い込み（アンコンシャス・バイアス）が根強く残り、不平等を生んでいます。 

男女共同参画に関する意識啓発を強化し、こうした性別による固定的な役割分担意識等

を解消することが重要です。 

② 家庭・学校・地域における男女平等教育・学習の充実 

幼少期は家族や周囲の環境の影響を強く受けるため、家庭や学校において、発達段階に

応じた男女平等教育を展開することが大切です。家庭や学校、地域等、あらゆる場におい

て学習機会を創出し、男女平等教育・学習を進める必要があります。 

③ 適切な情報発信 

インターネット・ＳＮＳの発展により、社会には情報があふれ、中には不適切な情報が

発信されていることもあります。区民が正しく情報を活用できるよう、適切な情報発信を

行い、一人一人の意識を高めていくことが重要です。  
施策の方向（２） 多様な性を理解し、尊重する社会づくりを進めます 
【課題】 

① 性的指向や性自認等の理解促進 

多様な性に関する社会的な関心は高まっているものの、依然として性的マイノリティに

対する差別や偏見は解消されていません。性的指向や性自認に関する正しい理解を深める

ために、意識啓発や情報提供を進める必要があります。 

② 多様な性に関する支援体制の検討 
性的指向や性自認等を理由に悩み、生活のしづらさを感じていたり、困難に直面したり

している人が安心して墨田区で暮らせるよう、多様な性を尊重した支援施策の検討を進め

ることが必要です。 

 

施策の方向（３） 男女共同参画の視点で地域力を高めます 
【課題】 

① 地域における男女共同参画の推進 

誰もが対等な構成員として地域活動に参加できる機会の確保のために、地域住民の地域

活動への参加促進と、地域活動における意思決定の役割への積極的な女性の登用を進める

ことが重要です。また、地域において互いに支え合い、多様な課題やニーズに対応するた

めに、男女共同参画の視点を活かす必要があります。 

② 防災・防犯における男女共同参画の推進 

近年頻発する大規模災害により、避難所における感染症対策や性被害・性暴力等の課題

が顕在化しています。男女共同参画の視点に立った避難所運営や、防災意識の啓発の重要

性が高まっていることを受け、取組を強化することが必要です。  
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基本目標 2 性別に関わらず誰もが輝きともに活躍できるまち すみだ

【女性活躍推進計画】 

１ 現状認識 

性別にかかわりなく、誰もが対等に社会に参画し、その個性と能力を十分に発揮できるこ

とが、男女共同参画社会の実現において極めて重要になります。 

就労の場においては、多様で柔軟な働き方ができる職場づくりが求められ、取組が進めら

れてきました。2022（令和４）年度に実施した墨田区男女共同参画に関する意識調査結果を

みると、『ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）』の＜認知度＞は約８割で、その内

「内容まで知っている」が５割以上を占めており、前回調査時から認知度の上昇が見られま

す。引き続き正しい理解を深められるよう啓発を進めることに加え、ワーク・ライフ・バラ

ンスを実現するために求められている「短時間勤務や在宅勤務など柔軟な働き方を整備する」、

「長時間労働を削減する」といった取組を職場で推進するよう事業所に働きかけていく必要

があります。 

また、意思決定過程への女性登用も重要な課題です。墨田区男女共同参画に関する意識調

査結果では、政策や方針決定の場で女性の進出が少ないといわれている理由として、「男性優

位に組織が運営されているから」、「家庭、職場、地域において性別役割分担の意識が強いか

ら」が多く挙げられています。依然として根強く残る性別による固定的な役割分担意識が女

性の社会進出を阻んでいることがうかがえるため、意識解消に向けた取組が必要です。 

 

▶ワーク・ライフ・バランスの理解促進に加え、職場での取組の推進が求められています。 

『ワーク・ライフ・バランス』は、「内容まで知っている」（50.6％）が最も多くなってお

り、＜認知度＞（77.8％）は約８割となっています。ワーク・ライフ・バランスの内容まで

知ってもらえるよう、引き続きの啓発が重要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：令和４年度墨田区男女共同参画に関する調査 

   今回調査 (629) 77.8

前回調査 (633) 62.1

(%)

認

知

度
ｎ

28.9 33.2 33.6 4.3

50.6 27.2 20.5 1.7

内

容

ま

で

知
っ

て

い

る 聞

い

た

こ

と

は

あ

る

が
、

内

容

は

知

ら

な

い 知

ら

な

い

無

回

答

＜認知度＞ 



  
24  

ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）の実現のために、「短時間勤務や在宅勤務

など柔軟な働き方を整備する」（45.6％）、「長時間労働を削減する」（40.9％）、「職場や上司

の理解・協力」（39.3％）等が求められており、職場環境の整備が重要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：令和４年度墨田区男女共同参画に関する調査 

 

▶女性の進出を阻害する固定的な性別役割分担意識の解消が必要です。 

政策や方針決定の場で女性の進出が少ないといわれている理由として、「男性優位に組織が

運営されているから」（59.6％）が最も多く、次いで「家庭、職場、地域において性別役割分

担の意識が強いから」（42.0％）が挙げられており、あらゆる場面に根付いた固定的な性別役

割分担意識の解消が求められています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：令和４年度墨田区男女共同参画に関する調査 

男性優位に組織が運営されているから

家庭、職場、地域において性別役割分担の

意識が強いから

女性が積極的に参加を望むようになるための

支援がないから

女性が政策や方針決定の場に参加するために必要な

経験を積む機会が十分でないから

女性が政策や方針決定の場に進出しようとしても、

家庭の支援・協力が得られないから

女性が積極的に参加を望まないから

女性の割合が少ないとは思わない

その他

無回答

59.6
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30.0

23.8
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2.4
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46.2
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(%)

その他

無回答

短時間勤務や在宅勤務など柔軟な働き方を整備する

長時間労働を削減する

職場や上司の理解・協力

育児・介護休業時の経済的補償を充実する

保育・介護の施設やサービスを充実する

育児・介護休業制度を利用しても不利にならない

人事評価制度をつくる

「男は仕事、女は家庭」という社会通念を改める

家庭の理解・協力

45.6
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39.3
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２ 施策への提案 

施策の方向（１） ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）を 

推進します 
【課題】 

① 誰もが共に担う子育てへの支援 

誰もが対等に社会で活躍するためには、就労における仕事と家庭の両立が重要になりま

す。子育ての中心は依然として女性が担っているため、子育てへの男性の意識を高める取

組や、男性が家庭へ参画することへの職場や家庭等の周囲の理解促進のための働きかけを

進める必要があります。また、子育ての負担を軽減させるための支援策の充実も引き続き

進めることが大切です。 

② 誰もが共に担う介護（介助）への支援 

家庭における介護の役割は女性が担うことが多く、子の育児と親の介護を同時に担うダ

ブルケア問題も指摘されています。仕事との両立が困難になることによる介護離職の問題

も依然として残されており、介護を社会全体で支えるための支援の充実が必要です。また、

男性が介護を担うことへの職場等の理解促進に加え、家事等に不慣れな男性介護者が孤立

しないように働きかけることも重要です。 

③ ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）の実現に向けた取組の推進 

ワーク・ライフ・バランスの実現に向けて、事業所等へワーク・ライフ・バランスの意識

啓発や理解促進を図り、職場における男性中心型の労働慣行の見直しや、育児・介護休業

制度の拡充等の取組を推進する必要があります。 

 

施策の方向（２） 性別に関わらず誰もがいきいきと働けるよう支援します 
【課題】 

① 働く場での女性の活躍推進 

性別にかかわらず、誰もが個性と能力を発揮できる社会を目指し、職場において管理職

への女性登用を進める必要があります。また、女性登用への理解促進の取組に加え、女性

のチャレンジを支援する取組を進めることも重要です。 

② 就業における男女共同参画の推進 
事業所等に対して適切な情報提供や、働くことを希望する人のための相談支援等の充実

に取り組むことで、誰もが就労の場で自分らしくいきいきと活躍できる社会づくりを進め

ることが重要です。 

 

施策の方向（３） 意思決定過程への女性の参画を進めます 
【課題】 

① 意思決定過程への女性の参画促進 

政策や方針を決定する意思決定過程の場に誰もが対等に参画することで、さまざまな視

点を取り入れることができ、誰もが活躍することのできる社会の実現につながります。 

しかし、性別による固定的な役割分担意識等が原因で、女性の登用が男性よりも遅れて

いるのが現状です。例えば、女性ということで責任の重い仕事を割り振らないことは、女

性への配慮のように見え女性側も気づきにくいのですが、本人の意志に関係なく経験を積

む機会を与えないことになり、女性を管理職から遠ざける要因の１つになっています。 

女性登用を促進するために、こうした意識の解消のための啓発や周知を行う必要があり

ます。  
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基本目標 3  あらゆる暴力を許さず、心と身体が健やかに過ごせるまち

すみだ 

１ 現状認識 

配偶者等からの暴力（ＤＶ）やハラスメント、虐待、性暴力といった様々な暴力は、犯罪と

なる行為を含む重大な人権侵害です。誰もが互いを尊重することで、男女共同参画社会の実

現につながります。 

しかし、2022（令和４）年度に実施した墨田区男女共同参画に関する意識調査結果をみる

と、『ＤＶ防止法（配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律）』の＜認知度＞

は約９割となっていますが、その内「内容まで知っている」は約３割となっており、前回調

査時から増加は見られるものの、広く浸透していないことがうかがえます。 

また、新型コロナウイルス感染症の拡大により、生活不安やストレスによる配偶者等から

の暴力（DV）の増加・深刻化が指摘されています。都内各相談機関における相談件数をみる

と、年々増加傾向にありましたが、2020（令和２）年度は 2019（令和元）年から大幅に増

加しています。被害者が安心して暮らせるよう、DV 等の暴力に関する情報の周知強化や被害

者支援に関する取組をより一層推進することが重要です。 

また、安心して暮らすためには、心身の健康を守ることが重要です。特に女性の心身の状

況は生涯を通じて大きく変化しますが、墨田区男女共同参画に関する意識調査結果では、性

別に関わらず自分の健康を守るために必要なこととして「女性が自分の身体や性に関するこ

とを自分で決める権利（リプロダクティブ・ヘルス／ライツ）に関する教育・学習の充実」は

２割台にとどまり、女性の生涯にわたる健康支援を進める重要性について認識を高めていく

必要があると考えられます。 

区におけるひとり親世帯や高齢者、障がいのある人など、生活上様々な困難を抱える人々

の数はおおむね横ばい傾向となっており、誰もが安心して生活していくため、引き続ききめ

細かい支援が求められます。 

 

▶DV 等の暴力に関する情報の周知や、より一層の理解促進が重要です。 

『ＤＶ防止法（配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律）』は＜認知度＞

（86.7％）は約９割となっていますが、「内容まで知っている」は約３割（29.3％）に留まっ

ており、理解を深められるような周知が必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：令和４年度墨田区男女共同参画に関する調査 

今回調査 (629) 86.7

前回調査 (633) 81.2
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▶被害者の支援体制整備の重要性が増しています。 

東京都の配偶者暴力相談支援センター、警視庁、区市町村で受けた相談件数は、2020（令

和２）年度は 61,057 件となっており、2019（令和元）年から増加しています。特に区市町

村における相談件数が大幅に増加しており、きめ細やかな被害者支援ができるよう支援体制

を整備することが重要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：東京都配偶者暴力対策基本計画 

 

▶リプロダクティブ・ヘルス／ライツの啓発が必要です。 

性別に関わらず自分の健康を守るために必要なこととして、喫煙や薬物等の男女の健康へ

の害や更年期に関する情報提供・相談体制の充実や子どもへの性教育等が多く挙げられてい

る中、リプロダクティブ・ヘルス／ライツに関する教育・学習の充実は２割台半ば（24.0％）

と低く、女性の健康を守ることに対する意識が低いことがうかがえます。女性の健康支援の

充実に向けて、リプロダクティブ・ヘルス／ライツの意識啓発や広く周知を進めることが重

要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：令和４年度墨田区男女共同参画に関する調査 

※生理の貧困とは、経済的な理由で生理用品を購入できない状況のことです。  

喫煙や薬物等、男女の健康への害についての

情報提供・相談体制の充実

子どもの成長と発育に応じた性教育

更年期についての情報提供・相談体制の充実

性や妊娠・出産についての情報提供

・相談体制の充実

女性が自分の身体や性に関することを自分で決める権利

（リプロダクティブ・ヘルス／ライツ）

に関する教育・学習の充実

性感染症（カンジダ症、クラミジア感染症など）

についての情報提供・相談体制の充実

生理の貧困※対策

その他

特にない

無回答
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２ 施策への提案 

施策の方向（１） あらゆる暴力の根絶のための施策を進めます 

【ＤＶ防止基本計画】 
【課題】 

① 配偶者からの暴力（DV）の防止・早期発見・被害者支援 

配偶者等からの暴力（DV）を許さないという意識の醸成に向けて、配偶者等からの暴力

（ＤＶ）等に関する情報発信や意識啓発を進めることが必要です。また、被害者が安心・安

全に保護されるよう、相談機能の整備・充実や関係機関との連携強化を進め、柔軟かつき

め細やかな被害者支援に取り組むことが重要です。 

② 男女共同参画社会を阻害するあらゆる暴力の根絶 

パワー・ハラスメントやセクシュアル・ハラスメントをはじめとするさまざまなハラス

メント、虐待や性暴力は決して許されることのない行為です。また、近年は若年層の性被

害も大きな問題となっています。これらの暴力行為の根絶に向けて、意識啓発や相談支援

の充実等の支援の取組が必要です。  
施策の方向（２） 心と身体を尊重する社会づくりを進めます 
【課題】 

① 生涯を通じた女性の健康支援 

女性の心身の状況はライフステージごとに大きく変化します。生涯を通じて心身ともに

豊かな生活を送るために、性と生殖に関する健康と権利（リプロダクティブ・ヘルス／ラ

イツ）の視点をもって健康支援に取り組むことが重要です。 

 

施策の方向（３） 誰もが安心して暮らせる環境の整備を進めます 
【課題】 

① 経済的な困難を抱える人への支援 

新型コロナウイルス感染症の拡大は、社会的に弱い立場の人により深刻な影響を与えて

います。特に女性は、非正規雇用やサービス業への従事が多く、雇用や収入へ大きな打撃

を受けました。また、ひとり親家庭は正規雇用での長時間労働と子育ての両立が難しいこ

とから、経済的困難に陥りやすい状況にあります。ひとり親家庭をはじめ、生活上経済的

な困難を抱える人への生活支援を充実させることが必要です。 

② 高齢、障害、国籍等による多様な困難を抱える人が安全・安心に暮らせる環境づくり 

誰もが安全・安心に暮らせる環境づくりのためには、誰一人取り残さない取組が必要で

す。社会的に困難な状況に置かれやすい高齢者や障害のある人、外国人、また、女性である

ことからより複合的に困難を抱えている人への支援を進める必要があります。 
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基本目標 4 区、区民、事業者等が力を合わせ、互いに連携して課題に 

取り組むまち すみだ 

１ 現状認識 

男女共同参画社会の実現に向け、社会情勢の変化や墨田区の地域性を踏まえ、区や区民、

事業所等がそれぞれの立場から主体的に男女共同参画に関する取組を進めるとともに、互い

に連携して取組を展開することが重要です。 

2022（令和４）年度に実施した墨田区男女共同参画に関する意識調査結果をみると、墨田

区における男女共同参画推進拠点施設である「すみだ女性センター」については区民の認知

度が低い状況にあり、「利用したことがある」は１割未満となっています。拠点施設の区民の

認知度向上に向けて周知を強化するとともに、区民の参画の場として機能するよう取組を進

めることが必要です。 

 

▶男女共同参画拠点施設の周知や機能拡充を進める必要があります。 

「すみだ女性センター」について、全体で「施設があることを知らない」（50.6％）が最も

多く過半数を占めています。次いで、「知っているが、利用する機会がなかった」（26.4％）

が多く、「利用したことがある」と「知っているが、名称から誰でも利用できる施設ではない

と思った」が同値（9.9％）で続いており、＜認知度＞は 46.2％と半数に満たない状況です。

区民に施設や取組を広く周知し、利用を促せるよう工夫をする必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：令和４年度墨田区男女共同参画に関する調査 
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２ 施策への提案 

施策の方向 計画の推進体制を充実します 
【課題】 

① 男女共同参画推進体制の充実・強化 

幅広い分野にわたる男女共同参画の推進に向けて、関係各課や関連団体と連携し、総合

的かつ計画的に施策を進めることが重要です。 

② 拠点施設「すみだ女性センター」の機能充実・活動強化 

男女共同参画の推進のための総合的な拠点施設の機能の充実・発展に取り組む必要があ

ります、情報収集・提供や講座等の実施に加え、区民の参画の場として展開し、効果的な事

業展開を進めることが重要です。 

③ 民間団体・企業への情報提供と啓発 

男女共同参画社会の実現には、一人一人がその意義を理解し、主体的に取り組むことが

重要になります。民間団体や事業者等の自主的な取組を推進するために、意識啓発や情報

提供を行いつつ、互いに連携を強め、協働による男女共同参画を推進することが必要です。 
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Ⅳ 関係資料 

１ 墨田区女性と男性及び多様な性の共同参画基本条例 

目次 

前文 

第１章 総則（第１条―第９条） 

第２章 性別等に起因する差別等の禁止（第１０条） 

第３章 基本的施策（第１１条―第１４条） 

第４章 苦情調整機関（第１５条―第２１条） 

第５章 墨田区男女共同参画推進委員会（第２２条―

第２７条） 

第６章 雑則（第２８条） 

付則 

日本国憲法にうたわれている個人の尊重と法の下の平

等は、全ての人に保障されている権利であり、その権

利の実現は、私たち墨田区民の共通の願いである。 

墨田区では、地域の特性を踏まえつつ、これまで男女

共同参画社会の形成に向けてさまざまな施策を着実に

推進し、性別による差別の解消に努めてきた。 

しかしながら、家庭、職場、学校、地域社会等におい

て性別による固定的な役割分担意識やそれに基づく社

会制度や慣行が、今なお存在するなど、多くの課題が

残されており、その解決が求められている。さらに、

互いの違いを理解し認め合うことの重要性が高まる

中、性の多様性を尊重し、性的指向や性自認等を理由

とする差別や偏見の解消が求められている。 

また、本格的な少子高齢化の進展、家族形態及び雇用

形態の多様化等に適切に対応し、一人一人が輝くまち

すみだとして発展していくためには、性別を問わずそ

の個性と能力を十分発揮できる機会が確保されること

が重要である。 

私たちは、今ある女性と男性の格差解消を目指すとと

もに、多様な性を尊重し、性別等により差別されるこ

となく、地域の中で、お互いの人権を尊重し、誰もが

共に責任を分かち合う男女共同参画社会を実現するこ

とを決意し、ここに、この条例を制定する｡ 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 この条例は、男女共同参画社会の形成に関

し、基本理念を定め、区、区民、事業者、地域団体及

び教育関係者等の責務を明らかにするとともに、区の

施策の基本的事項を定めることにより、男女共同参画

社会の形成の促進に関する施策（以下「男女共同参画

施策」という。）を総合的かつ計画的に推進し、もっ

て男女共同参画社会を実現することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の

意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 

 ⑴ 男女共同参画社会 性別等にかかわらず、社会

の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあ

らゆる分野における活動に参画する機会が確保され、

もって全ての人が均等に政治的、経済的、社会的及び

文化的利益を享受することができ、かつ、共に責任を

担うべき社会をいう。 

 ⑵ 性別等 生物学的な性別、性的指向（どの性別

を恋愛感情又は性的な関心若しくは興味の主な対象と

するかしないかを表すものをいう。以下同じ。）及び

性自認（自己の性別についての認識をいう。以下同

じ。）をいう。 

 ⑶ 区民 日本国籍を有するか否かにかかわらず、

区内に在住し、在勤し、又は在学する個人をいう。 

 ⑷ 事業者 区内において事業活動を行う法人その

他の団体及び個人をいう。 

 ⑸ 地域団体 区内において活動拠点を有し、地域

活動を行う団体をいう。 

⑹ 教育関係者等 区内において保育、幼児教育、学

校教育、生涯学習その他のあらゆる学習の場に携わる

個人及び法人その他の団体をいう。 

 ⑺ 性別表現 外面に表れる性別についての自己表

現をいう。 

 ⑻ セクシュアル・ハラスメント 性的な言動（性

的指向又は性自認に関する言動を含む。）が、本人の

意図に関係なく、相手又は周囲の者の尊厳を傷つけ、

不利益又は脅威を与えることをいう。 

 ⑼ ハラスメント 前号に掲げるもののほか、他者

に対する言動が、本人の意図に関係なく、相手又は周

囲の者の尊厳を傷つけ、不利益又は脅威を与えること

をいう。 

 ⑽ ドメスティック・バイオレンス 配偶者、交際

相手等の親密な関係にある者又はあった者に対し、身

体的又は精神的な苦痛を与える暴力的行為をいう。 

（基本理念） 

第３条 男女共同参画社会を形成するため、次の各号

に掲げる事項を基本理念として定める。 
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 ⑴ 全ての人が性別等に起因する差別的な取扱いを

受けず、その人権が尊重されること。 

 ⑵ 全ての人の性的指向又は性自認が尊重され、誰

からも干渉又は侵害を受けないこと。 

 ⑶ 全ての人が性別等による役割の固定化をもたら

す社会制度及び慣行を解消するように努めるととも

に、一人一人がその個性と能力を十分発揮し、自己の

意思により社会における多様な活動を選択できるこ

と。 

 ⑷ 性別等にかかわらず、全ての人が社会の対等な

構成員として、あらゆる分野における活動の方針の立

案及び決定過程に参画する機会が確保されること｡ 

 ⑸ 結婚、妊娠、出産、育児その他の経験の有無を

問わず、個人の自己決定が尊重され、全ての人の生き

方を尊重し合うこと。 

 ⑹ 家庭において、全ての人が対等な構成員とし

て、その人権を尊重し、かつ、協力し合うこと。 

 ⑺ 性別等にかかわらず、全ての人が相互の協力及

び社会の支援のもとに、家庭生活及び社会生活、地域

活動等を両立できること。 

 ⑻ 保育、幼児教育、学校教育、生涯学習その他の

あらゆる学習の場において男女共同参画社会の形成に

向けた取組がなされること。 

（区の責務） 

第４条 区は、基本理念に基づき、男女共同参画施策

を策定し、合理的配慮の範囲内において、総合的かつ

計画的に推進しなければならない。 

２ 区は、男女共同参画施策を推進するため、必要な

体制を整備するとともに、財政上の措置を講じなけれ

ばならない。 

３ 区は、男女共同参画施策を推進するに当たり、国

及び他の地方公共団体と連携し、協力しなければなら

ない。 

（区民の責務） 

第５条 区民は、基本理念に基づき、男女共同参画社

会についての理解を深め、社会のあらゆる分野におけ

る活動において、男女共同参画社会の形成を、合理的

配慮の範囲内において積極的に推進するよう努めなけ

ればならない。 

２ 区民は、区が実施する男女共同参画施策に協力す

るよう努めなければならない。 

（事業者の責務） 

第６条 事業者は、基本理念に基づき、男女共同参画

社会についての理解を深め、その事業活動に関し、男

女共同参画社会の形成を、合理的配慮の範囲内におい

て積極的に推進するよう努めなければならない。 

２ 事業者は、区が実施する男女共同参画施策に協力

するよう努めなければならない。 

（地域団体の責務） 

第７条 地域団体は、基本理念に基づき、男女共同参

画社会についての理解を深め、その団体活動に関し、

男女共同参画社会の形成を、合理的配慮の範囲内にお

いて積極的に推進するよう努めなければならない。 

２ 地域団体は、区が実施する男女共同参画施策に協

力するよう努めなければならない。 

（教育関係者等の責務） 

第８条 教育関係者等は、基本理念に基づき、男女共

同参画社会についての理解を深め、その教育活動に関

し、男女共同参画社会の形成を、合理的配慮の範囲内

において積極的に推進するよう努めなければならな

い。 

２ 教育関係者等は、区が実施する男女共同参画施策

に協力するよう努めなければならない。 

 （区、区民、事業者、地域団体及び教育関係者等の

協働） 

第９条 区、区民、事業者、地域団体及び教育関係者

等は、協働して男女共同参画社会の形成に努めなけれ

ばならない。 

第２章 性別等に起因する差別等の禁止 

（性別等に起因する差別等の禁止） 

第１０条 何人も、家庭、職場、学校、地域社会等あ

らゆる場において、性別等に起因する差別的な取扱い

及びその他の人権侵害をしてはならない。 

２ 何人も、あらゆる場において、セクシュアル・ハ

ラスメント若しくは婚姻、妊娠、出産、育児、介護等

に起因するハラスメント（第１３条第６号において

「セクシュアル・ハラスメント等」という。）又はド

メスティック・バイオレンスその他の暴力行為をして

はならない。 

３ 何人も、他人の性的指向、性自認等の公表に関し

て、いかなる場合も、強制し、若しくは禁止し、又は

本人の意に反して公にしてはならない。 

４ 何人も、正当な理由がない限り、他人の性別表現

を妨げてはならない。 

第３章 基本的施策 

（行動計画の策定） 

第１１条 区長は、男女共同参画施策を総合的かつ計

画的に推進するための行動計画（以下「行動計画」と

いう。）を策定しなければならない。 
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２ 区長は、行動計画を策定し、又は変更したとき

は、速やかにこれを公表しなければならない。 

３ 区長は、行動計画を策定し、又は変更するとき

は、区民、事業者、地域団体、教育関係者等その他の

個人又は団体の意見を反映できるよう適切な措置を講

ずるとともに、第２２条に規定する墨田区男女共同参

画推進委員会の意見を聴かなければならない。 

（年次報告） 

第１２条 区長は、行動計画に基づく施策の実施状況

について、年次報告書を作成し、区民に公表しなけれ

ばならない。 

（推進施策） 

第１３条 区は、男女共同参画社会の形成を積極的に

推進するため、次の各号に掲げる施策を行うものとす

る。 

⑴ 男女共同参画社会の形成に必要な事項の調査研

究、普及及び広報に関する施策 

⑵ 家庭、職場、学校、地域社会等において性別等に

よる役割の固定化又は差別的な取扱いを受けることに

より、社会活動における選択の自由が制約されること

のないよう必要な措置を講ずる施策 

⑶ 性別等にかかわらず、全ての人が、人生を共にし

たい人と家族として暮らすことを尊重する施策 

⑷ 性別等にかかわらず、全ての人が、共に協力し合

うことにより、家庭生活及び社会生活、地域活動等を

両立することができるよう必要な支援に関する施策 

⑸ 保育、幼児教育、学校教育、生涯学習その他のあ

らゆる学習の場における男女共同参画社会の形成への

取組に対する必要な支援に関する施策 

⑹ セクシュアル・ハラスメント等及びドメスティッ

ク・バイオレンスの防止及びこれらの被害者に対する

支援に関する施策 

⑺ 事業者に対する雇用の分野における情報の提供そ

の他の必要な支援に関する施策 

⑻ 前各号に掲げるもののほか、男女共同参画社会の

形成を促進するために必要な施策 

（拠点施設） 

第１４条 区は、男女共同参画社会の形成に関し、区

民、事業者、地域団体、教育関係者等その他の個人又

は団体による活動の支援、相談、情報収集その他の男

女共同参画施策の推進を積極的に行う拠点施設を設置

するものとする。 

第４章 苦情調整機関 

 （設置） 

第１５条 区長は、次条第１項に掲げる事項につい

て、区民、事業者、地域団体及び教育関係者等（以下

「区民等」という。）からの申出を適切かつ迅速に処

理するため、区長の附属機関として墨田区男女共同参

画苦情調整委員会（以下「苦情調整委員会」とい

う。）を設置するものとする。 

（申出の範囲） 

第１６条 区民等が、区長に申し出ることができる事

項の範囲は、次の各号に掲げるとおりとする。 

⑴ 性別等に起因する差別等、男女共同参画社会の形

成を阻害する要因によって人権が侵害されたと認めら

れる事項又は侵害されるおそれがあると認められる事

項に関すること。 

⑵ 区が実施する男女共同参画施策又は男女共同参画

社会の形成に影響を及ぼすと認められる施策に関する

こと。 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項

については、区民等は申出をすることができない。 

⑴ 裁判において係争中の事項又は判決等のあった事

項 

⑵ 法令の規定により、不服申立てを行っている事項

又は不服申立てに対する裁決等のあった事項 

⑶ 区議会等に請願、陳情等を行っている事項 

 （所掌事務等） 

第１７条 区長は、前条第１項に掲げる事項に関する

区民等からの申出について、必要があると認めるとき

は、苦情調整委員会に、当該申出について諮問をする

ことができる｡ 

２ 前項の規定により区長から諮問を受けた苦情調整

委員会は、申出に関する調査を行い、調査の結果に関

する答申を決定し、区長に送付するものとする。この

場合において、苦情調整委員会は、必要があると認め

るときは答申において助言、指導、是正の要請等必要

な措置を講ずるよう区長に意見を述べることができ

る。 

３ 前項の規定による答申の決定は、苦情調整委員会

の委員（以下｢苦情調整委員｣という｡)の合議によるも

のとする。 

４ 区長は第２項に規定する答申を受けたときは、当

該答申を尊重して、必要な措置を講ずるよう努めると

ともに、調査結果及び講じた措置の内容（以下「調査

結果等」という。）を申出人に通知しなければならな

い。この場合において、申出が前条第１項第２号に掲

げる事項である場合には、区長は当該調査結果等を公

表しなければならない。 
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（定数等） 

第１８条 苦情調整委員の定数は３人以内とし、男女

共同参画社会の形成に関し優れた人格識見を有する者

のうちから、区長が委嘱する。 

（兼職の禁止） 

第１９条 苦情調整委員は、衆議院議員若しくは参議

院議員、地方公共団体の長若しくは議会の議員、政党

その他の政治団体の役員又は苦情調整委員会の公正な

職務の遂行に支障が生ずるおそれがあると区長が認め

る職を兼ねることはできない。 

（委員の任期） 

第２０条 苦情調整委員の任期は２年とする。ただ

し、苦情調整委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、

前任者の残任期間とする。 

２ 苦情調整委員は、再任されることができる。 

（守秘義務） 

第２１条 苦情調整委員は、職務上知り得た秘密を漏

らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。 

第５章 墨田区男女共同参画推進委員会 

（設置） 

第２２条 男女共同参画施策を推進するため、区長の

附属機関として、墨田区男女共同参画推進委員会（以

下「推進委員会」という。）を設置する。 

（所掌事務） 

第２３条 推進委員会は、次の各号に掲げる事務を行

うものとする。 

⑴ 行動計画の策定又は変更及び男女共同参画社会の

形成に関する重要事項について区長の諮問に応じ、調

査し、及び審議し、答申すること。 

⑵ 男女共同参画施策の実施状況について調査し、及

び審議し、区長に意見を述べること。 

（組織） 

第２４条 推進委員会の委員（以下「推進委員」とい

う。）は、１７人以内とし、男女共同参画社会の形成

について学識経験を有する者、区民、事業者（法人そ

の他の団体にあっては、その代表者）、地域団体の代

表者、教育関係者等その他の個人又は団体の代表者の

中から、区長が委嘱する｡ 

２ 推進委員は、女性及び男性のいずれの性も委員の

総数の４割を超えるように努めなければならない。 

（委員の任期） 

第２５条 推進委員の任期は２年とする。ただし、推

進委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残

任期間とする。 

２ 推進委員は、再任されることができる。 

（関係機関等への協力要請） 

第２６条 推進委員会は、必要に応じて、区民等その

他委員以外の者に対し、推進委員会の会議への出席、

意見、説明又は資料の提出その他の必要な協力を求め

ることができる。 

（部会の設置） 

第２７条 推進委員会に部会を置くことができる。 

第６章 雑則 

（委任） 

第２８条 この条例の施行に関し必要な事項は、墨田

区規則で定める。 

 付 則 

この条例は、平成１８年４月１日から施行する。ただ

し、第４章の規定は、平成１８年１０月１日から施行

する。 

この条例は、令和５年４月１日から施行する。 
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２ 国・都の計画(概要） 
■ 第５次男女共同参画基本計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

第５次男女共同参画基本計画（R2.12策定） 
 

第１部 基本的な方針 

第２部 政策編 

Ⅰ あらゆる分野における女性の参画拡大 

第1分野 政策・方針決定過程への女性の参画拡大 

第2分野 雇用等における男女共同参画の推進と仕事と生活の調和 

 第3分野 地域における男女共同参画の推進 

 第4分野 科学技術・学術における男女共同参画の推進 

 

Ⅱ 安全・安心な暮らしの実現 

 第5分野 女性に対するあらゆる暴力の根絶 

 第6分野 男女共同参画の視点に立った貧困等生活上の困難に対する支援と多様

性を尊重する環境の整備 

 第7分野 生涯を通じた健康支援 

 第8分野 防災・復興、環境問題における男女共同参画の推進 

 

Ⅲ 男女共同参画社会の実現に向けた基盤の整備 

 第9分野 男女共同参画の視点に立った各種制度等の整備 

 第10分野 教育・メディア等を通じた男女双方の意識改革、理解の促進 

第11分野 男女共同参画に関する国際的な協調及び貢献 
Ⅳ 推進体制の整備・強化 
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■ 東京都男女平等参画推進総合計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

東京都女性活躍推進計画（R4.3策定） 
 

第１章 ライフ・ワーク・バランスの実現と働く場における女性の活躍推進 

１ 生活と仕事を両立できる環境づくり 

（１）柔軟な働き方の普及・定着促進  （２）雇用機会の均等と女性の職域拡大・登用促進 

（３）女性の就業継続やキャリア形成 

２ 妊娠・出産・子育てに対する支援 ３ 介護に対する支援 

４ 職場や就職活動におけるハラスメントの防止 ５ 起業等を目指す女性に対する支援 

６ 育児や介護等を理由とする離職者に対する再就職支援 ７ 生涯を通じた男女の健康支援 

第２章 男女平等参画の推進に向けたマインドチェンジ 

１ 生活と仕事における意識改革 

（１）「働く」の意識改革 （２）男性の家事・育児参画に向けた意識改革 

（３）男女平等参画に向けた意識改革 （４）社会制度・慣行の見直し 

２ 教育・学習の充実 

（１）学校での男女平等 （２）若者のキャリア教育の推進 

（３）多様な学習・研修機会等の提供 

３ あらゆる分野における女性の参画拡大 

（１）政治・行政等分野  （２）防災・復興分野 （３）地域活動 

第３章 多様な人々の安心な暮らしに向けた支援 

１ ひとり親家庭への支援  ２ 高齢者への支援      ３ 若年層への支援  

４ 障害者への支援       ５ 性的少数者への支援 

東京都配偶者暴力対策基本計画（R4.3策定） 
 

第２章 配偶者暴力対策 

１ 暴力を許さない社会形成のための啓発と早期発見 

（１）暴力を許さない社会形成のための教育と啓発の推進 

（２）早期発見体制の充実 

２ 多様な相談体制の整備 

（１）都の配偶者暴力相談支援センター機能の充実 （２）身近な地域での相談窓口の充実 

（３）多様な人々の状況に応じた相談機能の充実 

３ 安全な保護のための体制の整備 

（１）保護体制の整備 （２）安全の確保と加害者対応 

４ 自立生活再建のための総合的な支援体制の整備 

（１）総合的な自立支援の展開 （２）安全で安心できる生活支援 

（３）就労支援の充実 （４）住宅確保のための支援の充実 

（５）子供のケア体制の充実 

５ 関係機関・団体等の連携の推進 

（１）広域連携と地域連携ネットワークの強化 （２）民間団体との連携・協力の促進 

６ 人材育成の推進 

７ 二次被害防止と適切な苦情対応 

８ 調査研究の推進 

第３章 男女平等参画を阻害する様々な暴力への対策 

１ 性暴力被害者に対する支援 ２ ストーカー被害者に対する支援 

３ セクシュアル・ハラスメント等の防止 ４ 性・暴力表現等への対応 



  
37  

３ 墨田区男女共同参画推進委員会委員名簿 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（氏名：各区分ごとあいうえお順） 

 

・任期：2022（令和４）年４月１日から 2024（令和６）年３月３１日まで 

 

 

 

 

  

区　　分 NO
プラン見

直し部会
氏    名 備　　　　考

１ 岡
おか

　田
だ

　　卓
たく

　巳
み

弁護士・人権擁護委員

2 会長 部会長 椎
しい

　名
な

　　美
み

 恵
え

 子
こ

東京都訪問看護ステーション協会会長

３ 副部会長 廣
ひろ

　田
た

　　栄
えい

　子
こ

筑波大学名誉教授

４ 副会長 副部会長 山
やま

　下
した

　　洋
ひろ

　史
し

明治大学商学部教授

団体関係 ５ 委員 志
し

　波
ば

　　洋
よう

　子
こ

すみだ女性センター運営委員

福祉関係 ６ 小
お

　川
がわ

　　　博
ひろし

民生委員・児童委員

教育関係 ７ 加
か

　藤
とう

　　才
さい

　智
ち

青少年委員

８ 北
きた

　村
むら

      嘉
か

 津
つ

 美
み

鐘ケ淵町会長

９
田
た

　渕
ぶち

　　マ チ 子
こ

立川二丁目町会長

１０ 小
こ

　泉
いずみ

　　英
えい

　司
じ

花王株式会社すみだサービスセンター課長

１１ 西
にし

　　　　香
か

　織
おり

東京東信用金庫調査役

１２ 小
お

　川
がわ

　　美
み

　玲
れい 東京都社会保険労務士会城東統括支部

墨田支部

１３ 遠
おん

　田
だ

　　寛
ひろ

　樹
き

連合墨田地区協議会事務局長

１４ 委員 小
こ

　池
いけ

　　尋
ひろ

　江
え

区民公募委員

１５ 横
よ こ

　井
い

　　貴
たか

　広
ひろ

区民公募委員

区民

学識経験者

町会・自治会

商工関係

労働関係
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４ プラン見直し部会開催状況 
時 期 内 容 

第１回 
令和４年 

７月 13 日 

・調査（区民、事業所）、グループインタビュー実施概要について 

・今後のスケジュールについて 

第２回 
令和４年 

９月 1４日 

・区民意識調査集計速報報告 

・墨田区男女共同参画推進プラン（第６次）の考え方について 

○国や都、世界の動向確認 

○墨田区の現状確認 

○答申に盛り込む項目（案）について 

第３回 
令和４年 

10 月 12 日 

・事業所実態調査回収結果報告 

・墨田区男女共同参画推進プラン（第６次）の考え方について 

○施策体系の検討 

○答申に盛り込む項目について 

第４回 
令和４年 

11 月 16 日 

・事業所実態調査集計速報報告 

・施策体系の検討 

・答申の基本的事項確認・内容審議 

第５回 
令和４年 

12 月 14 日 

・施策体系の検討 

・答申の基本的事項確認・内容審議 

第６回 
令和５年 

１月 11 日 

・答申内容審議 

・答申部会案確定 

 


